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平
成
26
年
度
の
土
地
・
家
屋
の
価

格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
と
課
税
台
帳

の
閲
覧
を
行
い
ま
す
。

▼
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
15
分

▼
場
所　

財
務
課
税
務
室
窓
口

▼
問
合
せ
先　

財
務
課
税
務
室

☎
26
・
２
２
３
７
（
直
通
）

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　

縦
覧
は
、
固
定
資
産
税
の
納
税
者

が
本
人
の
土
地
・
家
屋
と
ほ
か
の
土

地
・
家
屋
と
の
評
価
額
を
比
較
し
、

評
価
額
が
適
正
か
ど
う
か
を
判
断
す

る
た
め
の
制
度
で
す
。
土
地
の
納
税

者
は
土
地
の
、
家
屋
の
納
税
者
は
家

屋
の
「
価
格
等
縦
覧
簿
」
を
そ
れ
ぞ

れ
無
料
で
縦
覧
で
き
ま
す
。

▼
期
間　

４
月
１
日
㊋
〜
30
日
㊌

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
）

▼
内
容　

町
内
の
土
地
や
家
屋
の
評

価
額
が
記
載
さ
れ
た
縦
覧
帳
簿
の
縦

覧
（
所
有
者
の
住
所
や
氏
名
な
ど
個

人
情
報
は
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
）

▼
縦
覧
で
き
る
人　

納
税
者
、
納
税

者
の
委
任
を
受
け
た
人

▼
持
参
す
る
も
の　

印
鑑
、
委
任
を

受
け
た
人
は
委
任
状

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
と
課
税
台
帳
の
閲
覧

土
地
・
家
屋
の
価
格
な
ど

課
税
台
帳
の
閲
覧

　

閲
覧
は
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
に

本
人
の
資
産
が
記
載
さ
れ
た
部
分
を

確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。　
　

　

課
税
台
帳
の
内
容
は
、
納
税
通
知

書
に
添
付
す
る
課
税
明
細
書
に
も
記

載
し
て
あ
り
ま
す
。

▼
期
間　

４
月
１
日
㊋
〜
平
成
27
年

３
月
31
日
㊋
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日

は
除
く
）

▼
内
容　

固
定
資
産
の
価
格
と
税
額

を
記
載
し
た
課
税
台
帳
の
閲
覧

▼
閲
覧
で
き
る
人　

固
定
資
産
の
所

有
者
、
納
税
管
理
人
、
賃
借
人
な
ど
、

こ
れ
ら
の
人
か
ら
委
任
を
受
け
た
人

▼
持
参
す
る
も
の　

印
鑑
、
委
任
を

受
け
た
人
は
委
任
状
、
賃
借
人
は
契

約
書

▼
手
数
料　

３
０
０
円

※
縦
覧
期
間
中
（
４
月
１
日
㊋
〜
30

日
㊌
）
は
無
料

　

仕
事
な
ど
の
た
め
、
役
場
開
庁
時

間
内
に
来
庁
す
る
こ
と
が
難
し
い
人

へ
の
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
一
部
窓
口

業
務
の
時
間
延
長
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

▼
日
時　

毎
月
第
１
・
第
３
月
曜
日

の
午
後
６
時
ま
で

※
但
し
、
月
曜
日
が
祝
日
な
ど
で
閉

庁
の
場
合
は
、
翌
開
庁
日
。

※
広
報
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
カ
レ
ン

ダ
ー
に
掲
載
し
ま
す
。

▼
実
施
窓
口　

町
民
生
活
課
町
民
サ
ー
ビ
ス
室

窓
口
時
間
延
長
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

平
成
26
年
度
以
降
も
実
施
し
ま
す▼

業
務
内
容　

戸
籍
・
除
籍
謄
抄
本
・

そ
の
他
戸
籍
証
明
書
・
住
民
票
謄
抄

本
・
印
鑑
証
明
書
・
印
鑑
登
録
証
交

付
・
身
分
証
明
書
な
ど
の
諸
証
明
書

（
町
制
施
行
証
明
書
）

※
印
鑑
証
明
書
と
町
制
施
行
証
明
書

以
外
は
、
本
人
確
認
を
行
い
ま
す
。

▼
必
要
と
な
る
本
人
確
認
書
類

写
真
付
き
の
官
公
庁
発
行
の
身
分
証

明
書
（
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・

住
基
カ
ー
ド
な
ど
）

▼
問
合
せ
先　

町
民
生
活
課 

町
民
サ
ー
ビ
ス
室 

☎
26
・
２
２
４
４
（
直
通
）

　

積
雪
に
よ
り
家
屋
が
倒
壊
し
た

場
合
は
、
４
月
23
日
ま
で
に
財
務

課
税
務
室
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ

い
。

　

平
成
26
年
度
固
定
資
産
税
に
お

い
て
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
外
壁
を
有
し
な
い
も

の
（
カ
ー
ポ
ー
ト
な
ど
）、
置
い

て
あ
る
だ
け
の
も
の
（
コ
ン
テ
ナ

な
ど
）
で
固
定
資
産
台
帳
に
登
録

さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
の
で
、
お
知
ら
せ
い
た

だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
問
合
せ
先　

財
務
課
税
務
室

☎
26
・
２
２
３
７
（
直
通
）

積
雪
に
よ
り
家
屋
が
倒
壊
さ
れ
た
人
へ



除
雪
作
業
に

ご
協
力

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た

５ 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）

▼
そ
の
他

・
一
時
的
に
住
所
を
変
更
す
る
場
合

は
「
ぐ
ん
ま
電
子
申
請
等
受
付
シ
ス

テ
ム
」
で
納
税
通
知
書
の
発
送
先

を
変
更
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
県

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.pref.

gunm
a.jp/

）
に
ア
ク
セ
ス
し
、
検

索
キ
ー
ワ
ー
ド
「
自
動
車
を
お
持
ち

で
住
所
を
変
更
さ
れ
た
方
へ
」
で
検

索
し
て
く
だ
さ
い
。

・
軽
自
動
車
、
バ
イ
ク
に
は
軽
自
動

車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

現
在
の
所
有
者
等
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
軽
自
動
車
・
バ
イ
ク
・
小
型
特

殊
自
動
車
・
耕
運
機
な
ど
を
使
用
し

な
く
な
っ
た
場
合
や
、
譲
渡
し
た
場

合
は
、
手
続
き
を
し
な
い
と
、
元
の

所
有
者
等
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、住
所
を
変
更
し
た
場
合
も
、

変
更
手
続
き
が
必
要
で
す
。
手
続
き

が
済
ん
で
い
な
い
人
は
、
早
急
に
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

＊
軽
自
動
車
の
種
類
に
よ
り
手
続
き

場
所
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

廃
車
･
変
更
な
ど
の
手
続
き
は
お
早
め
に

自
動
車
税
に
関
す
る
お
知
ら
せ　

自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現

在
の
車
検
証
上
の
所
有
者
（
割
賦
販

売
の
場
合
は
使
用
者
）
に
課
税
と
な

る
県
税
で
す
。

　

次
の
場
合
は
平
成
26
年
３
月
31
㊊

ま
で
に
運
輸
支
局
で
必
ず
手
続
き
を

済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

・
自
動
車
を
売
っ
た
、
ま
た
は
下
取

り
に
出
し
た

・
自
動
車
を
廃
車
し
た

・
住
所
、
氏
名
を
変
更
し
た

▼
手
続
き
を
し
な
い
と

・
既
に
使
用
し
て
い
な
い
自
動
車
の

税
金
を
納
め
る
こ
と
に
な
る
、
転
居

先
に
納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
な
ど

の
原
因
に
な
り
ま
す
。

・
自
動
車
の
売
買
や
譲
渡
な
ど
で
登

録
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、

確
実
に
運
輸
支
局
で
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

・
販
売
業
者
な
ど
に
手
続
き
を
依
頼

し
た
と
き
は
、
手
続
き
が
済
ん
で
い

る
か
必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

軽四輪

車の種類と手続き・問合せ先
吉岡町ナンバーが付いた

125cc以下のバイク、小型特殊自動車

吉岡町役場財務課 税務室 ☎26-2237（直通）

群馬県自動車整備振興会 ☎027-261－0221（音声案内）

関東運輸局群馬運輸支局 ☎050-5540－2021（音声案内）

軽自動車協会群馬事務所 ☎027-261－4621（音声案内）

軽二輪（125cc超250cc以下）

二輪の小型自動車（250cc超）

軽
自
動
車
税

自
動
車
税

問合せ先
自動車税について

県自動車税事務所　☎027-263-4343
（または県税事務所、県行政県税事務所）

関東運輸局 群馬運輸支局　☎050-5540-2021

登録について

　

こ
の
た
び
の
記
録
的

豪
雪
に
よ
る
除
雪
に
つ

き
ま
し
て
は
、
こ
れ
ま

で
に
経
験
し
た
こ
と
の

な
い
積
雪
量
の
た
め
除

雪
作
業
が
進
ま
な
い
箇

所
が
あ
り
、
多
く
の
皆

様
に
ご
迷
惑
を
お
か
け

い
た
し
ま
し
た
。

　

町
で
は
除
雪
作
業
を

業
者
に
委
託
し
て
、
幹

線
道
路
や
通
学
路
な
ど

を
優
先
的
に
対
応
し
ま

し
た
。
身
近
な
生
活
道

路
の
除
雪
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
の
皆
様
の

ご
協
力
を
い
た
だ
き
、

除
雪
を
進
め
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

皆
様
に
厚
く
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。
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難
病
の
人
も

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
に

難
病
の
人
も

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
に

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品(

後
発
医

薬
品)

は
、
新
薬(

先
発
医
薬
品)

の
特
許
期
間
が
切
れ
た
後
に
販
売
さ

れ
る
医
薬
品
の
こ
と
で
す
。

　

有
効
性
分
や
効
き
目
、
品
質
、
安

全
性
は
新
薬
と
同
じ
（
国
の
厳
格
な

審
査
を
受
け
て
い
ま
す
）
で
す
。

　

価
格
が
大
幅
に
安
く
、
新
薬
の
５

割
以
下
の
薬
も
あ
り
、
医
療
機
関
で

の
自
己
負
担
額
の
軽
減
に
つ
な
が
り

ま
す
。

　

障
害
者
総
合
支
援
法
で
は
、
国
で
指
定
し
た
難

病
の
人
も
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
は
、
居
宅
介
護
や

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
な
ど
の
他
、
補
装
具
の
助
成
な

ど
で
す
。

　

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
申
請
が
必

要
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
事
前
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先　
　

健
康
福
祉
課　

健
康
づ
く
り
室

　
　
　
　
　
　
　

☎
54
・
７
７
４
４
（
直
通
）

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

（
後
発
医
薬
品
）

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

（
後
発
医
薬
品
）

お
す
す
め
し
ま
す

切
り
替
え
る
に
は
？

　

診
療
を
受
け
て
い
る
医
療
機
関

で
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切

り
替
え
を
希
望
し
ま
す
。」
と
お
伝

え
く
だ
さ
い
。
※
新
薬
し
か
な
い
場

合
や
、
ほ
か
の
医
薬
品
と
の
飲
み
合

わ
せ
が
変
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の

で
、
医
療
機
関
で
十
分
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
に

よ
る
薬
代
の
削
減
は
、
少
子
高
齢

化
で
増
え
続
け
る
医
療
費
財
源
の

削
減
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９(

直
通)

11 ページの

障がい福祉
なんでも相談を
ご利用ください。

す

　

国
民
年
金
は
、
所
得
が
少
な
い
と

き
や
失
業
な
ど
に
よ
り
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
場

合
、
保
険
料
の
免
除
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

過
去
分
の
国
民
年
金
保
険
料
の
免

除
（
全
額
免
除
・
一
部
免
除
・
若
年

者
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例
）
が

受
け
ら
れ
る
期
間
は
、
申
請
の
直
前

の
７
月
（
学
生
納
付
特
例
は
直
前
の

４
月
）
ま
で
の
１
年
以
内
か
ら
、
平

成
26
年
４
月
以
降
は
、
申
請
時
点
の

２
年
１
ヵ
月
前
の
月
分
ま
で
申
請
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

必
要
な
添
付
書
類
な
ど
、
く
わ
し

く
は
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
ご
注
意
く
だ
さ
い
】

　

２
年
１
ヵ
月
前
の
月
分
ま
で
免
除

申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

申
請
が
遅
れ
る
と
万
一
の
際
に
障
害

年
金
な
ど
を
受
け
取
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
す
み
や
か
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

　

申
請
期
間
に
対
応
す
る
前
年
所
得

に
基
づ
き
、審
査
を
行
い
ま
す
の
で
、

免
除
が
承
認
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。 国

民
年
金
保
険
料

変
更
点
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

　

障
害
基
礎
年
金
の
受
給
な
ど
に
よ

り
法
定
免
除
と
な
っ
て
い
る
人
に
つ

い
て
、
平
成
26
年
４
月
か
ら
、
保
険

料
を
通
常
納
付
で
き
る
「
納
付
申
出

制
度
」
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

　

納
付
申
出
に
よ
り
、
以
下
の
便
利

で
お
得
な
制
度
を
合
わ
せ
て
ご
利
用

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

●
口
座
振
替（
手
間
い
ら
ず
で
便
利
）

●
前
納
（
保
険
料
の
割
引
あ
り
）

●
付
加
年
金
な
ど
の
加
入
（
お
得
な

上
乗
せ
制
度
）

▼
申
請
・
問
合
せ
先

渋
川
年
金
事
務
所 

国
民
年
金
課

☎
22
・
１
６
０
７

役
場
健
康
福
祉
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９
（
直
通
）

免
除
申
請
が
で
き
る
対
象
期
間

拡
大
さ
れ
ま
す

通
常
納
付
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す

日本
年金機構

シ
ンボルマー

ク
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